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高齢化社会に対する鯖江市の取り組みについて質

問しました 

日本の総人口は2016年12月１日現在１億2,692万人、

そのうち 65 歳以上の高齢者が占める割合、高齢化率は

27.1％と世界で最も高くなっています。将来推計人口によ

ると、団塊世代が 65 歳以上となった 2015 年に高齢者は

3,392万人、同世代が 75歳以上となる 2025年には 3,657

万人になると見込まれています。 

高齢化の進行で社会保障費は 2013年度で 110兆円、

そのうち高齢者関係給付割合は 75 兆円と全体の 68.4％

を占めています。政府は財政再建に向け、社会保障費の

伸びをどのように抑制するか、喫緊の課題となっています。

日本経済の活性化を進める上で、健康で長生きできる社

会の構築は避けて通れないテーマです。ところが、日本

人の平均健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく、生活できる期間）の伸びるスピードが平均寿

命の伸びるスピードより劣っていることが問題です。実際、

日本人の平均寿命と平均健康寿命の差は 2013年時点で

男性が 9.02年、女性が 12.40年です。この差は年々広が

り、介護を必要とする期間が長期化していることを意味し

ます。 

今、ニュースでよく耳にする言葉に 2025年問題がありま

す。団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となり、介護や

生活支援のニーズが急激に高まり、社会保障費が急激に

膨張すると推定されています。また、世帯主が 65 歳以上

である高齢者世帯が約1,840万世帯に増加し、そのうちの

７割を一人暮らしのお年寄りや高齢の夫婦のみの世帯が

占めると見込まれています。一方、支え手側である現役世

代は相対的に減少し、このままではいろいろな制度がもた

ないと予測されています。 

◎鯖江市における高齢化の実態は 

 本市の平成29年４月１日現在の総人口は69,126人で、

そのうち65歳以上の人口は18,147人、高齢化率は26.3％

です。全国の高齢化率27.1％より0.8ポイント低い状況で

す。福井県の高齢化率は29.3％で、鯖江市は県内の他の

市町と比べて一番低い状況です。鯖江市における地区別

の高齢化率は高い所から河和田地区36.4％、北中山地

区31.9％、片上地区31.5％、鯖江地区31.0％でこれらの

地区は、全国平均より高い状況になっています。  

 また、本市の特徴として、福井県の市町別に見た生産年

齢人口と高齢者人口の 2010年から 2025年の間の推移を

を見ますと、鯖江市は 75 歳以上の高齢者の増加率が最
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も高いという一方で 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口

の減少率は最も低くなっています。その要因としては、県

内で唯一人口が増えていること。また、介護認定率が最も

低く、元気な高齢者の割合が多いということが特徴です。 

◎鯖江市が目指すべき高齢化社会の姿は 

幾つになっても健康で元気で生きがいをもちながら、住

みなれた地域で多世代の人と触れ合い、助け合いながら

自分らしい自立した生活ができるような社会、そんな社会

を目指して行きたい考えています。そのためには、高齢者

の方の仲間づくりとか、集いの場の充実を図ります。また

元気な高齢者の方の力を活用して、支援の必要な方の支

え手となっていただき、地域貢献ができるような社会参加

や生きがいの創出を図って行きたいと考えています。あわ

せて、高齢者の方が健康で自立した生活を送ることができ

るよう、自主的、積極的な介護予防、健康づくり、そういっ

た活動も推進して行きたいと考えています。 

◎地域包括ケアシステムの仕組みと目指すところ

は 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、高齢

単身世帯や認知症高齢者の増加が予想される中、介護

が必要な状態になっても住みなれた地域で自分らしく暮

らしていき、人生の最後を送ることができること。介護だけ

でなく、医療とか予防、生活支援、住まいを一体的に提供

するシステム。そういったものを医療、介護等の専門職お

よび地域住民の方々と理念を共有して、地域の特性に応

じて作り上げていく、ということを目指しています。 

◎地域の特性をどの様に勘案して体制を作り上げ

たか 

 高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センター

を市役所の長寿福祉課内に設置しました。また、地域包

括支援サブセンターを市内４圏域に、各１カ所設置してい

ます。また、高齢者やその家族の方々の相談を受け、適

切な介護サービス等利用の支援、または相談内容に応じ

た情報提供、関係機関を紹介するなどを行っています。

平成28年度の相談延べ件数は2,808件と年々増加してい

ます。今年度は、地域包括支援サブセンターに各１名増

員し、それぞれ２名配置しました。これによって総合相談

体制の強化につながっていると考えています。 

 また、医療と介護の両方を必要とする高齢者の方を支え

る体制作りといたしましては、平成 26 年度から医療関係

者、介護関係者で構成します「在宅医療介護連携推進協

議会」を設置して、医療、介護関係機関のマップづくり、ま
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たは入退院支援ルール作り、多職種連携研究会などを実

施しています。 

また、多職種の皆様による個別の課題解決を通して、

地域課題の発見と地域包括のためのネットワーク構築に

向け、政策に反映するなどしています。また、「地域ケア会

議」も毎月開催しています。 

◎理念と現実の問題点 

地域包括ケアシステムの理念である、重度の要介護状

態になっても人生の最後まで住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けていくためには、在宅医療や在宅介護サ

ービスなど、十分な在宅療養の環境が確保されていること

が必要です。まず、介護者の方の問題ですが、高齢者の

み世帯や認知症高齢者が増加する中で、介護者自身が

高齢者である「老々介護」また認知症でもある「認々介護」

健康に不安がある等の問題があります。また、複雑な家庭

環境の場合も多く、精神的なストレスから高齢者虐待につ

ながるケースがあります。このため、認知症高齢者の介護

者の集いや、専門家による相談等、介護者への支援を強

化していく必要があります。また、認知症の症状を持ちな

がら、地域で安心して生活していくためには、地域での見

守り、介護者を支える仕組みづくりが必要です。 

次に、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に

ついて現在、鯖江市では往診、訪問診療等の在宅医療

対応可能医療機関は20カ所あります。そのうち24時間体

制を実施している医療機関は４カ所にとどまっています。

今後、訪問診療、訪問看護をベースとした24時間の在宅

医療体制を市の医師会の方々と協議しながら構築してい

く必要があると考えています。 

 また、看取りの問題ですが、終末期において本人や家

族が在宅か医療機関かを選択できることが重要であり、在

宅医療体制の構築は地域包括ケアシステムの体制づくり

にもつながると考えています。 

◎ご近所福祉ネットワークの現状について 

ご近所福祉ネットワーク活動については、町内ごとの小

地域で支援を必要としている方をいち早く発見して、地域

が力を合わせてお互いが負担にならない範囲で声かけ、

訪問、見守り等をしていく仕組みを構築するというもので

す。これまでの小地域における町内会、民生委員、児童

委員さんの諸活動、社会福祉協議会のサービス等の中で

行われてきた、地域における福祉活動そのものです。ただ、

この活動はなかなか目に見えないもので、進捗状況を図

るのは難しいですが、一つの指標として、町内会における

組織の整備状況が考えられます。平成28年度に行ったア

ンケート結果では62％の町内から実情に即した体制、対

応を取られているという回答を頂きました。 

 次に、事業者による見守り協力等についてですが、地域

見守り活動協定を市内の郵便局、運送業、金融機関等の

事業所と提携をしています。日常の業務の中で事業所の

配達員、販売員等により高齢者等の見守りを行っていた

だいています。高齢者宅への宅配等の訪問のときに応答

が無かった場合には、市の関係機関の方に通報していた

だく仕組みです。現在 30の事業所に協力をしていただい

ています。 

 

◎活動状況の事例と問題点は 

活動事例としては、ある町内においては、町内で高齢

者等の要支援者を見守るために町内会の役員、民生委

員、児童委員、福祉委員、老人会、愛育会、健康長寿ふ

れあいサロン関係者などで構成した見守りネットワーク委

員会を設置しています。この委員会の中で見守りのため

の勉強会からスタートし、町内の各団体の集会等を通じ潜

在的要支援者の発見や訪問、要支援者に対する情報交

換、名簿の作成などの活動を毎月定例的に行っています。

また、必要に応じ市の地域包括支援センターや市の社会
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福祉協議会などの関係機関と連携して要支援者の個々

の対応も行っている。という活動発表をしていただきました。 

 このネットワーク事業の問題点ですが、それぞれの町内

会におき、潜在要支援者の発見、名簿の作成、更新とい

う作業が結構困難であることが挙げられます。併せて、市

の方で進めている『避難行動要支援者の名簿登録』もな

かなか進みません。適正な個人情報の保護という問題も

ありますが、高齢者や障がい者の方に災害発生時に的確、

かつ迅速な支援を行うためには、この名簿作成が極めて

重要であります。今後は、支援を受ける人も、支える人も

相互に負担を感じないようなご近所福祉の実現に向け、

まず意識改革、啓発から進めていく必要があります。 

◎地域支え合い推進委員配置の背景と期待する 

成果について 

今後、介護や生活支援を必要とする高齢者、一人暮ら

し高齢者、認知症高齢者等が増えていく一方で、元気な

高齢者も増えていきます。こうしたなか、介護保険制度の

持続可能性を高めるには地域包括ケアシステムの理念と

健康づくりや介護予防に取り組んでいただくための自助、

そして地域で支え合う互助が重要になってきます。とりわ

け、これまで取り組みが弱かった互助の仕組みを構築して

いく為に、その推進役として「地域支え合い推進委員制度」

がスタートしました。 

 推進委員の勤務体系は週20時間勤務で、勤務時間は

原則午前８時半から12時までとし、週の中で時間を調整し

ます。休日は公民館に準じます。 

 次に、国と県における支援ですが、地域支え合い推進

委員に対する合同研修を国、県の方で開催しています。

県では、研修に併せて、他市町村の地域支え合い推進委

員との情報交換の場を提供していただいています。市とし

ても毎週定例会を開催して、活動状況等の情報交換を行

っています。 

◎地域支え合い推進委員の活動理念とは 

地域支え合い推進委

員は地区の社会福祉協

議会を話し合いの場とし

て、地域住民を巻き込み

ながら地域の特性に応じ

た日常の生活支援をで

きる限り助け合いで行っ

ていける仕組みづくりを

目指しています。その

ために、地区社会福祉

協議会のメンバーと地域

の高齢者の生活支援の

課題を共有しながら住民

参加によるワークショップ

の開催、目指す地域像、

地域に足りない助け合

い活動、自分は地域の

ためにどのようなことが

できるかといった事、などの具体的なテーマに基づいて話

し合いをしていただき、助け合いの創出、充実のための活

動に繋げるようにして行きたいと考えています。 

また、ご近所福祉ネットワーク活動も、各町内の区長さ

んや民生委員さんと連携しながら推進していきます。現在

は、地域の高齢者のニーズ把握とか、既存の地域資源の

把握のために主に町内のサロン等、集いの場に出向いて

いただき、サロンリーダーとか参加者にサロンの運営状況、

または生活での困り事などをお聞きしています。今後、地

域での支え合いの取り組みを協議する場を地域社会福祉

協議会の中

に置くことが

できるように

関 係 者 の

方々と調整

を進めてい

きます。 

 

新横江地区に配属された宇野さん 

生涯スポーツを楽しむ高齢者の皆さん 

（H29 健康長寿祭でのスティックリング競技） 

あ と が き 

今回は高齢者福祉を取り上げました。この分野は複雑

で奥が深く難しいです。読みづらい事と思います。 

紙面の都合上、一般質問のみになりました。また、

介護予防・日常生活支援総合事業、高年大学活性化

など質問しましたが、次の機会に取り上げます。 

 

 

河和田地区に配属された澤田さん 


